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巻
頭
の
辞

中
山
勲
先
生
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
め
で
た
く
定
年
を
迎
え
ら
れ
、
大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
を
ご
退

官
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
の
業
績
を
讃
え
、
深
い
感
謝
と
惜
別
の
念
を
こ
め
て
、
こ
こ
に
阪
大
法
学
特
集
号
を
刊
行
し
、
先
生
に
捧
げ

ま
す
。

中
山
勲
先
生
は
、
昭
和
四
一
年
二
月
大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
退
学
後
、
同
年
三
月
大
阪
大
学
法
学
部
助
手
に
任
官
、

同
助
教
授
を
経
て
、
平
成
二
年
九
月
同
教
授
に
昇
任
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
の
研
究
活
動
は
憲
法
学
の
全
て
の
領
域
に
及
ん
で
い
ま
す
が
、
と
り
わ
け
基
本
的
人
権
保
障
の
全
容
解
明
に
重
点
を
置
い
た
研

究
、
な
か
で
も
�
基
本
的
人
権
の
内
容
、
�
基
本
的
人
権
の
妥
当
範
囲
、
�
基
本
的
人
権
の
司
法
的
保
障
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、

学
界
の
発
展
に
寄
与
し
て
参
り
ま
し
た
。
基
本
的
人
権
の
内
容
に
関
し
て
は
、
基
本
的
人
権
保
障
の
意
味
を
人
が
人
間
ら
し
く
生
き
る

た
め
の
基
本
的
欲
求
の
保
障
と
捉
え
た
上
で
、
そ
れ
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
法
律
学
の
み
な
ら
ず
、
心
理
学
、
生
理

学
、
人
類
学
等
の
諸
科
学
の
成
果
も
斟
酌
し
な
が
ら
、
幅
広
い
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
手
法
は
、
他
に
類
を
見
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
最
終
的
に
法
律
学
の
理
論
に
結
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
学
以
外
の
諸
科
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

ら
れ
た
基
本
的
欲
求
の
理
論
は
、
一
方
に
お
い
て
、
憲
法
に
列
挙
さ
れ
た
個
別
的
人
権
規
定
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、
他
方
に
お
い
て
、
個

別
的
人
権
規
定
か
ら
漏
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
憲
法
十
一
条
の
「
基
本
的
人
権
」
や
憲
法
十
三
条
の
「
幸
福
追
求
に
対
す
る
権
利
」
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
明
文
根
拠
を
持
た
な
い
基
本
的
権
利
を
憲
法
の
包
括
的
基
本
権
条
項
に
お
い
て
保
障
す
る
と
い

う
解
釈
論
は
、
現
在
で
は
判
例
・
学
説
と
も
に
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
が
、
先
生
が
研
究
を
始
め
た
頃
は
ま
だ
通
説
で
は
な
く
、
そ
の

研
究
の
先
見
性
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。



ま
た
、
基
本
的
人
権
の
妥
当
範
囲
に
つ
い
て
は
、
先
生
が
早
く
か
ら
人
権
の
第
三
者
効
力
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
を
指
摘

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
生
が
先
鞭
を
つ
け
た
研
究
は
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
影
響
を
与
え
、
多
く
の
研
究
者
を
巻
き
込
ん
で
多

方
面
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
先
生
の
基
本
的
人
権
保
障
の
研
究
は
、
八
〇
年
代
以
降
、
司
法
的
保
障
に
焦
点
が
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
時
期
の
学
界
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
憲
法
訴
訟
論
の
隆
盛
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
先
生
は
人
権
を
裁
判
で
実
現
す

る
た
め
の
諸
条
件
を
探
求
さ
れ
、
立
法
事
実
の
検
証
方
法
、
裁
判
所
の
能
力
の
補
完
制
度
、
専
門
的
裁
判
部
、
準
司
法
的
審
判
制
度
の

活
用
等
、
政
治
部
門
の
裁
量
統
制
の
制
度
・
手
続
き
に
工
夫
を
凝
ら
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
憲
法
訴
訟
論
の
熱
気
も
一
段
落
し
、
か
つ

て
の
細
か
な
技
術
志
向
の
解
釈
論
か
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
制
度
・
手
続
き
論
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
先
生
の
研
究
の
先
見
性
が

高
く
評
価
さ
れ
る
。

学
内
行
政
で
は
評
議
員
、
法
学
研
究
科
長
・
法
学
部
長
の
要
職
に
就
か
れ
、
法
人
化
に
向
け
て
大
阪
大
学
に
設
置
さ
れ
た
大
阪
大
学

設
置
形
態
検
討
委
員
会
の
座
長
を
務
め
、
大
学
行
政
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
、
大
阪
大
学
及
び
法
学
部
の
発
展
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
学
生
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
高
邁
な
見
識
と
真
摯
な
研
究
態
度
を
も
っ
て
学
生
の
指
導
に
心
血
を
注
が
れ
、
ま
た
生
来
の
芸
術

的
な
セ
ン
ス
を
も
っ
て
学
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
有
意
な
人
材
を
多
方
面
に
送
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
学
生
に
敬
愛
さ
れ
人
間
味
あ

ふ
れ
る
良
き
教
師
の
模
範
で
あ
り
ま
し
た
。

限
ら
れ
た
紙
面
で
先
生
の
業
績
を
讃
え
、
お
人
柄
を
語
り
、
我
々
の
深
い
感
謝
と
惜
別
の
念
を
表
し
、
巻
頭
の
辞
に
変
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
先
生
が
こ
れ
か
ら
も
益
々
ご
壮
健
に
て
、
ご
活
躍
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

平
成
十
五
年
十
月

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長

大
阪
大
学
法
学
部
長

多

胡

圭

一


